
研
究
ノ
ー
ト

近
代
収

用
法

理
論

の
成

立

―
―

江
木
衷
と

一
木
喜
徳
郎

―
―

一
　

は
じ
め
に

一
一　
江
木
衷

「
公
用
土
地
買
上
規
則
ヲ
論

ス
」

一二
　
一
木
喜
徳
郎

「
公
用
徴
収
法
大
意
」

む
す
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

一
　

は
じ
め

に

美
濃
部
達
吉
は
、
そ
の
著

『公
用
収
用
法
原
理
』
に
お
い
て
、　
一
本
喜
徳

助
げ
論
文

「公
用
徴
収
法
大
意
」

（
一
八
九
六
籠
）
こ
そ
が
我
が
国
に
お
け

る
公
用
収
用
法
に
関
す
る
最
初
の
学
問
的
研
究
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。

し
か
し
、

一
本
論
文
に
先
立

つ
一
八
八
五

（明
治

一
八
）
年
に
は
江
木
衷

の
論
文

「
公
用
土
地
買
上
規
則
フ
論
ス
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
管
見
の
限

り
で
、
こ
れ
が
日
本
で
最
初
の
収
用
法
に
関
す
る
学
問
的
論
文
で
あ
る
。
た

だ
、
惜
し
む
ら
く
は
未
完
で
あ
る
。
完
結
し
た
研
究
論
文
と
し
て
は
、　
一
木

近
代
収
用
法
理
論
の
成
立

橋

本

誠

論
文
が
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
美
濃
部
の
指
摘
は
妥
当
性
を
失

う
も
の
で
は
な
い
。

未
完
に
終
っ
て
い
る
も
の
の
、
江
本
論
文
は
、

一
本
論
文
と
比
較
し
て
無

視
し
え
な
い
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
江
本
論
文

が
書
か
れ
た
の
は

一
八
七
五

（明
治
八
）
年
公
用
土
地
買
上
規
順
が
妥
当
す

る
時
代
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
由
民
権
運
動
の
時
代
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う

に
、
自
由
民
権
運
動
の
な
か
で
多
く
の
私
擬
憲
法
草
案
が
作
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
見
る
と
、
権
利
章
典
を
有
す
る
憲
法
草
案
の
ほ
と
ん
ど
が
所
有
権

制
限
の
問
題
と
し
て
収
用
の
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
明
治

一
〇
年
代
は
、

社
会
的
な
レ
ベ
ル
で
所
有
権
制
限
＝
収
用
論
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
が
見

ら
れ
た
時
代
で
あ
る
と
い
え
よ
莞
。
こ
の
よ
う
な
明
治

一
〇
年
代
の
社
会
的

状
況
が
、
江
本
論
文
の
背
景
に
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

他
方
、　
一
本
喜
徳
郎

「
公
用
徴
収
法
大
意
」
は
、
完
結
し
た
も
の
と
し
て

は
我
が
国
で
最
初
の
学
問
的
研
究
で
あ
る
と
と
も
に
、
次
代
の
収
用
法
理
論

二
八
五
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の
基
礎
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

一
本
論
文
の
背
景
に
は
、
大
日
本
帝

国
憲
法
と
土
地
収
用
法
の
成
立

（と
も
に

一
八
八
九
年
）
が
あ
る
。
そ
し
て

民
法
典
の
編
纂
が
あ
“
。
時
代
は
も
は
や
明
治
二
〇
年
代
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
異
な
る
時
代
背
景
の
も
と
で
書
か
れ
た
二
つ
の
論
文
を
比
較

・

検
討
し
つ
つ
、
特
に
次
代
の
収
用
法
論
の
出
発
点
と
な
っ
た

一
木
理
論
の
特

徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
分
析
を
通
じ
て
、

近
代
日
本
の
収
用
法
理
論
の
出
発
点
な
い
し
基
礎
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

た
だ
、
本
稿
は
こ
の
課
題
に
答
え
る
に
は
極
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
最
初
に
お
断
わ
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
明
治
二
〇

年
代
に
幾
つ
か
出
さ
れ
た
行
政
法
の
テ
キ
ス
ト
あ
る
い
は
土
地
収
用
法
の
注

釈
書
等
は
こ
こ
で
は

一
切
取
り
上
げ
ず
、
専
ら
分
析
対
象
を
江
木
哀
と

一
本

喜
徳
郎
に
限
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
ら
の
法
学
理
論
全
体
の
な
か
で
の
収

用
法
理
論
の
位
置
付
け
も
行
い
え
て
い
な
い
。
例
え
ば
、　
一
本
の
収
用
法
理

論
ら
分
析

・
評
価
に
当
た
っ
て
は
特
に

『
日
本
法
令
予
算
論
』
と
の
理
論
的

関
連
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
本
稿
の
分

析
課
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
本
稿
で
は
多
く
の
課
題
が
積
み
残

し
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
く
筆
者
の
準
備
不
足
の
ゆ
え
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
不
十
分
さ
と
残

′さ
れ
た
課
題
の
多
さ
の
ゆ
え
に
本
稿
を
研
究
ノ
ー

ト
と
し
た
次
第
で
あ
る
。

二
八
六
　
　
´

二
　
江
木
衷

「
公
用
土
地
買
上
規
則
ヲ
論
ス
」

江
木
衷

「
公
用
土
地
買
上
規
則
ヲ
論
ス
」

（
一
八
八
五
年
）
は
、
未
完
に

終

っ
て
い
る
も
の
の
、
管
見
の
限
り
で
公
用
収
用
法
に
関
す
る
我
が
国
で
初

め
て
の
本
格
的
な
行
政
法
学
の
論
文
で
あ
る
。
彼
の
収
用
法
理
論
は
既
に
ド

イ
ツ
行
政
法
学
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
。
し
か
し
の
ち
に
見
る

一
木

喜
徳
郎
の
収
用
法
理
論
と
比
較
す
る
と
き
、
同
じ
く
ド
イ
ツ
行
政
法
学
を
理

論
的
基
礎
に
据
え
て
は
い
る
も
の
の
、
両
者
の
隔
た
り
は
無
視
し
え
な
い
じ

の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
本
章
で
は
江
木
衷
の
収
用
法

理
論
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
。

１

「
エ
キ
ス
プ

ロ
プ

リ
ア
シ
ヨ
ン
」
の
性
質

０
エ
キ
ス
プ
ロ‐
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
の
存
在
根
拠

江
木
は
、
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
の
存
在
根
拠
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
。
即
ち
、

国
家
者
、
単
二
民
人
私
益
ノ
保
護
増
進
ヲ
事
ト
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
専
ラ

人
民
ノ
公
益
即
チ
公
同
ノ
利
益
ヲ
保
護
増
進
ス
ル
コ
ト
ヲ
務
メ
サ
ル
ヘ
カ

ラ
サ
ル
ハ
喋
々
ノ
弁
ヲ
待
タ
ス
シ
テ
国
家
ノ
本
性
タ
ル
ヲ
知
ル
ヘ
シ
、
然

レ
ト
モ
公
私
往
々
其
ノ
利
害
ヲ
異
ニ
ス
ル
コ
ト
ア
ル
カ
故

二
公
権
ヲ
以
テ

私
権
ヲ
制
限
ス
ル
ノ
必
要
ナ
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ
、
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ

ン
ノ
権
ノ
如
キ
ハ
即
チ
此
ノ
制
限
内
二
包
含
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
公

益
ノ
必
要
二
出
ル
者
タ
リ

（傍
線
、
読
点
は
橋
本
。
特
に
断
わ
ら
な
い
限



り
、
以
下
同
じ
。
）

国
家
―ま‐
■

「
民
人
私
益
」

（個
人
の
私
的
利
益
）
と
と
も
に

「人
民
ノ
公

益
即
チ
公
同
ノ
利
益
」

（社
会
全
体
の
公
的
利
益
）
の
保
護
増
進
を
は
か
る

も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
個
人
の
私
益
と
社
会
全
体
の
公
益
と
が
対
立
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
公
権
を
も
っ
て
個
人
の
私
権
を
制
限
ｔ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
は
こ
の
よ
う
な
公
益
の
必
要
か
ら
生
じ
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
個
人
―
社
会
―
国
家
の
概
念
が
明
確
に

峻
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い

（個
人
―
社
会
―
国
家
の
三

分
論
ゞ

公
益
の
担
い
手
は

「
人
民
」

つ
ま
り
人
の
集
合
体
た
る
社
会
で
あ

る
。
国
家
は
い
わ
ば
個
人
と
社
会
と
の
間
の
利
害
対
立
を
調
停
す
る
も
の
と

し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
０

０
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
の
定
義

そ
の
う
え
で
、
江
本
は
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
の
概
念
を
次
の
よ
う

に
定
義
す
る
。

エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
ハ
、
自
由

二
万
般
ノ
利
害
得
失
ヲ
考
察
シ
タ

ル
後
、
充
分
ノ
報
酬
ヲ
以
テ
、
公
同
ノ
利
益
二
必
要
ナ
ル
事
業
ヲ
成
サ
ン

ガ
為
メ
ニ
、
永
遠
又
ハ
一
時
私
人
所
有
ノ
動
産
若
ン
ハ
不
動
産
ノ
権
利
ヲ

放
棄
若
ク
ハ
減
縮
セ
シ
ム
ル
国
家
ノ
行
政
作
用
ナ
リ

そ
し
て
、
こ
の
定
義
を
次
の
六
点
に
わ
た
っ
て
よ
り
細
か
く
分
析
す
る
。

①

「行
政
作
用
」
　

エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
は
行
政
作
用
で
あ
る
か
ら
、

コ
π
買
即
チ
私
人
相
互
ノ
間
二
成
リ
タ
ル
承
諾
ノ
結
果
ニ
ア
ラ
ス
」
。
そ
れ

故

「
公
益
ノ
為
メ
ニ
ハ
人
民
ノ
承
諾
ワ
待
タ
ス
シ
テ
強
テ
之
レ
ヲ
行
ハ
シ
ム

ル
コ
ト
フ
要
ス
」
。
ま
た
人
民
に
給
付
さ
れ
る
の
は

「単
二
報
酬
」
で
あ
っ

近
代
収
用
法
理
論
の
成
立

て
、
売
買
代
価
で
は
な
い
と
す
る
。

②

「動
産
若
ク
ハ
不
動
産
」
　

エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
の
客
体

（目
的

物
）
と
な
る
財
産
は
動
産
と
不
動
産
を
問
わ
な
い
。

③

「
公
益
二
必
要
ナ
ル
事
業
」
　

ワ七
Ｌ
で
は
、
買
葵
餌六
ｏ
」
匡
８
す
一Ｒ
３
↓

と

「
公
用
」
θ
●
巨
け

‘
８
）
之
の
区
別
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て

い
る
。
即
ち
、

エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
ノ
作
用
ヲ
行
フ
ニ
ハ
公
益
ノ
何
物
タ
ル
フ
問

ヒ
公
用
ノ
何
物
タ
ル
ヲ
間
フ
コ
ト
ナ
シ
、
之
レ
ヲ
詳
言
ス
レ
ハ
益
即
チ
利

益

ハ
公
ナ
ル
フ
要
ス
レ
ト
モ
其
ノ
使
用
即
チ
用
二
至
リ
テ
ハ
公
ナ
ル
フ
要

セ
ス

つ
ま
り
、
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ァ
シ
ョ
ン
の
行
使
に
当
た
っ
て
は

「其
ノ
利

益
ハ
公
同
公
衆
ノ
為
メ
」

（公
益
目
的
）
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
の

で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も

「公
同
公
衆
ナ
ル

一
般
ノ
社
会
民
人
」
が
直
接
使
用

す
る

（公
用
）
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。

④

「公
益
」
　
既
に
江
本
は
、
公
益
と
は
人
の
集
合
体
た
る
社
会
の
利
益
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
次
い
で
こ
こ
で
は
、
そ
れ
を
踏
ま
え
、
次
の
よ
う
に

指
摘
す
る
。
即
ち
、

公
益

ハ
即
チ

一
般
公
同
ノ
利
害
幸
福
ノ
意
ニ
シ
テ
必
ス
シ
モ
国
家
ノ
利
益

ナ
ル
ニ
ア
ラ
ス
、
世
人
往
々
公
同
卜
国
家
■
即
チ
官
卜
公
ト
ヲ
混
同
シ
テ

旧
家
卿
チ
政
府
ノ
事
業
卜
雖
ト
モ
、
尽
ク
之
ニ
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア

（
シ
』

ン
ノ
規
則
ヲ
適
用
セ
ン
ト
ス
ル
者
ア
リ
、
誤
謬
ノ
甚
シ
キ
者
卜
云
フ
ヘ
シ

江
木
の
い
う
公
益
と
は
社
会
全
体
の
利
益

（
＝

「
一
般
公
同
ノ
利
害
幸

福
」
）
で
あ
っ
て
、
決
し
て
国
家
の
利
益
で
な
い
。
彼
は
、
国
家
と
社
会
の

二
八
七
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分
離
と
い
う
理
論
的
前
提
に
た
っ
て
社
会
の
利
益
と
国
家
の
利
益
と
を
概
念

的
に
混
同
す
る
誤
り
を
批
判
し
て
い
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
国
家
の
利
益
が

会
卸
に
は
ほ
赫
餞
哺
硼
村
窃
％
の
で
は
な
い
。
公
益
と
は
先
ず
何
よ
り

ヽ
社

⑤

「自
由
ノ
考
察
」

公
益
事
業
の
た
め
に
エ
キ
ス
プ

ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン

を
行
使
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、

「自
由
二
其
ノ
利
害
ヲ
考
察
」
す
る
こ

と

（あ
る
い
は
事
前
の

「
自
由
ナ
ル
判
定
」
）
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
が
、

エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
と
国
家
緊
急
権
と
の
相
違
点
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

⑥
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
は

「私
人
ノ
財
産
ヲ
制
限
ス
ル
行
政
作
用
」

で
あ
り
、

「社
会
ノ
進
歩
又
ハ
経
済
上
政
略
上
等
ヨ
（”
〓
般
ノ
貯
産
法

二
関

ス
ル
立
法
上
ノ
改
革
」
と
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
リ
エ
キ
ス
プ
ロ
プ

リ
ア
シ
ヨ
ン
は

「特
別
臨
時
ノ
場
合
二
於
キ
テ
私
人
ノ
権
利
ヲ
制
限
ス
ル
者

御
″
知
轍

」 二
軸
硼
″
晰
嘲
珈
¶
」
に
属
す
る
が
、
法
律
の
改
革
は

「
一
般
法

２
　
公
益
の
認
定

０
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
の
濫
用
の
危
険
性

江
本
は
、
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
の

「権
利
」
は

「
一
タ
ヒ
之
レ
フ

濫
用
セ
バ
、
忽
チ
財
産
所
有
ノ
権
利
ヲ
亡
滅
シ
社
会
ノ
根
拠
ヲ
転
覆
ス
ル
ニ

足
ル
ベ
キ
者
」
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
濫
用
が
財
産
所
有
権
を

「
亡
滅
」
せ

し
め
る
に
至
る
と
い
う
危
険
性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
エ
キ

ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
の
行
使
に
当
た
っ
て
、
公
益
の
内
容
の
確
定
こ
そ
が

二
八
八

「学
術
上
二
於
キ
テ
モ
実
際
上
二
於
キ
テ
モ
最
モ
必
須
ニ
シ
テ
欠
ク
ベ
カ
ラ

ザ
ル
者
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

②
公
益
内
容
の
明
確
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ

そ
れ
で
は
、
江
本
は
、
収
用
の
目
的
た
る
公
益
の
内
容
を
い
か
に
し
て
認

定
し
よ
う
と
い
う
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
彼
は
英
仏
の
立
法
状
況
を
俯

臓
し
た
う
え
で
、
列
挙
主
義
を
支
持
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

斯
ク
英
仏
二
国
二
於
キ
テ
ハ
一
事
業
ノ
果
シ
テ
公
益
ナ
ル
ヤ
否
ヤ
ハ
行
政

官
衛
又
ハ
議
会
ノ
専
決
二
任
ス
ト
雖
、
予
メ
其
ノ
標
準
ヲ
定
メ
テ
エ
キ
ス

プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
ノ
作
用
ヲ
施
シ
得
ベ
キ
場
合
ヲ
明
カ
ニ
シ
、
此
ノ
標

準
ヲ
根
拠
ト
シ
テ
時
二
臨
ン
テ
之
レ
フ
判
断
ス
ル
ヲ
以
テ
安
全

ニ
シ
テ
且

靭
一
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ァ
シ
ヨ
ン
ノ
本
性
二
適
シ
タ
ル
者
卜
云
ハ
ザ
ル
フ
得

要
す
る
に
、
公
益
認
定
を
行
政
府
又
は
立
法
府
の
専
決
に
委
ね
る
よ
り
も
、

事
前
に
認
定
基
準
を
明
示
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
認
定
す
る
ほ
う
が
所
有
権

保
護
の
観
点
か
ら

「安
全
」
で
あ
る
と
臨
″穆

〓
一　
一
木
喜
徳
郎

「
公
用
徴
収
法
大
意
」
８

既
に
述
べ
た
よ
う
に
一
本
喜
徳
郎

「公
用
徴
収
法
大
意
」

（
一
八
九
六
年
）

は
、
完
結
し
た
も
の
と
し
て
は

「我
が
国
で
公
に
せ
ら
れ
た
此
の
問
題

（収

嘲
州
翻
誦
琳
注
一
に
付
い
て
の
最
初
の
学
潤
的
の
研
究
」

（美
濃
部
達
吉
）

改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
江
木
衷
論
文
が
公
表
さ
れ
て
以
後

一
本
論
文



の
出
現
に
至
る
ま
で
に
、
大
日
本
帝
国
憲
法
と
土
地
収
用
法

の
成
立

（
一
八
八
九
年
）
を
み
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
経
て
確
立
さ
れ
た

一

本
喜
徳
郎
の
収
用
法
理
論
は
、
先
の
江
木
理
論
と
比
較
し
て
如
何
な
る
特
徴

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

一
本
喜
徳
郎

「公
用
徴
収
法
大
意
」
を
概
観

す
る
な
か
で
、
こ
の
課
題
に
迫
る
こ
と
が
本
章
の
課
題
で
あ
る
。

１

「
公
用
徴
収
」
の
定
義

最
初
に
、　
一
本
は

「
公
用
徴
収
」
を
定
義
し
て
次
の
よ
う
に
雷
甲
つ
。
一即
う
、

公
用
徴
収
ト
ハ
、
国
家
ノ
命
令
二
由
り
、
公
益
ノ
為
必
要
ア
ル
場
合
二
於

テ
特
定
ノ
物
二
対
ス
ル
所
有
権
又
ハ
其
他
ノ
物
権
ヲ
徴
収
シ
テ
、
之
ヲ
国

家
若
ハ
第
二
者
二
移
シ
、
又
ハ
其
物

二
対
シ
テ
国
家
若
ハ
第
二
者
ノ
為
ニ

物
権
ヲ
設
定
ス
ル
処
分
ナ
嘘

一
本
は
さ
ら
に
こ
の
定
義
を
次
の
五
点
に
わ
た
っ
て
説
明
す
る
。

①

「
公
用
徴
収
ハ
国
家
ノ
命
令
権
ノ
作
用
ナ
リ
」
　

公
用
徴
収
は
国
家
の

「
命
令
権
」
の
作
用
で
あ
る
。
そ
れ
故
公
用
徴
収
は
、
公
法
に
属
し
私
法
に

属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
公
用
徴
収
は
徴
収
者
と
被
徴
収
者
と
の
合
意
に
基

づ
く
も
の
で
な
く
、
私
法
上
の
法
律
行
為
の
法
則
に
よ
っ
て
は
説
明
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
ラ
ー
バ
ン
ト
を
参
照
し
つ
つ
強
制
売

買
説
を
斥
ぞ
け
て
い
る
。

②

「公
用
徴
収
ハ
処
分
ナ
リ
」
　

公
用
徴
収
は

「処
分
」
で
あ
る
。
そ
れ
故

国
家
が

「其
命
令
権
二
基
キ
テ
発
シ
タ
ル
法
規
二
由
り
、　
一
般
二
或
ル
種
類

ノ
私
権
ヲ
廃
シ
又
ハ
制
限
ス
ル
」
場
合

（法
規
命
令
の
制
定
）
と
は
異
な
る
。

後
者
の
場
合
、
必
ず
し
も
権
利
の
廃
止
又
は
制
限
に
対
し
て
賠
償
を
与
え
る

近
代
収
用
法
理
論
の
成
立

必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

「抑
モ
権
利

ハ
法
規
ノ
範
囲
内

二
於
テ
存
在
ス
」

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故

「
法
規
ノ
変
更
二
由
テ
権
利
フ
廃
ス
ル
ハ
固
ヨ
リ

権
利
ヲ
侵
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
」
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

公
用
徴
収
は
命
令
権
の
作
用
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
が
、

賠
償
を
要
す
る
点
で
異
な
る

（後
述
）
。

③

「
公
用
徴
収
ハ
所
有
権
又
ハ
物
権
フ
国
家
若
ク
ハ
第
二
者
二
移
シ
、
又
ハ

国
家
若
ク
ハ
第
二
者
ノ
為
メ
物
権
ヲ
設
定
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
　

公
用
徴
収
の

法
的
効
果
は
、
国
家
も
し
く
は
第
二
者

へ
の
所
有
権
若
し
く
は
物
権
の
移
転
、

又
は
物
権
の
設
定
で
あ
る
。
従

っ
て
、
例
え
ば

「獣
疫
ノ
伝
播
ヲ
防
ク
カ
為

患
畜
フ
横
殺
ス
ル
」
よ
う
な
警
察
権
の
行
使
は
、
権
利
の
移
転
と
い
う
法
的

効
果
を
生
じ
な
い
が
故
に
公
用
徴
収
と
区
別
さ
れ
る
。

④

「公
用
徴
収
ト
ハ
特
種
ノ
物

二
対
ス
ル
所
有
権
其
他
ノ
物
権
ヲ
徴
収
ス
ル

モ
ノ
ナ
リ
」
　

こ
の
点
に
関
す
る
説
明
は
必
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
が
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
論
点
は
、
次
の
二
つ
に
整
理
で
き
よ
う
。

第

一
に
、
公
用
徴
収
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
の
は
、

「其
現
形
ノ
侭
公
用

二
供
ス
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
租
税
と
し
て
徴
収
さ
れ
る
の
は

「公
用
二
供
ス
ヘ
キ
物
件
等

（特
に
貨
幣
―
―
橋
本
注
）

二
変
形
シ
テ
始
メ

テ
公
用
二
供
セ
ラ
ル
ゝ
モ
ノ
」
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
公
用
徴
収
は
、
日

的
物
の
特
定
性
を
有
し
て
い
る
。

第
二
に
、
目
的
物
の
特
定
性
か
ら
公
用
徴
収
に
お
け
る
賠
償

令
現
塞
個
５

の
原
則
が
引
き
出
さ
れ
る
。
即
ち
、
公
用
徴
収
は
、
徴
収
す
る
物
件
を

「其

原
形
ノ
侭
公
用
二
供
ス
ル
」
た
め
に
徴
収
す
る
の
で
あ
っ
て
、
租
税
の
よ
う

に

「其
価
格
二
当
ル
財
産
ヲ
徴
収
ス
ル
」
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な

二
八
九
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い
。
そ
れ
故
公
用
徴
収
で
は
、
賠
償
を
与
え
て
被
徴
収
者
の
財
産
の
総
額
を

減
少
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
通
則
と
す
る
。

⑤

「
公
用
徴
収
ハ
一
定
ノ
要
件
備

ハ
リ
タ
ル
場
合
・一於
テ
法
ノ
予
期
ス
ル
所

ノ
処
分
ナ
リ
」
　

公
用
徴
収
は

一
定
の
要
件
が
備
わ
れ
ば
実
行
さ
れ
る
処
分

で
あ
り
、
そ
の
点
で
国
家
緊
急
権
と
は
異
な
る
。

２
　
公
用
徴
収
権
の
存
在
根
拠

０
通
説
批
判

一
本
は
、
公
用
徴
収
権
の
根
拠
に
関
す
る

「
最
モ
普
通
ノ
説
明
」
は
、
私

人
の
権
利
と
国
家
の
権
利
と
の
対
立

・
抵
触
を
前
提
と
し
た
う
え
で

「私
ノ

利
益
ハ
常
二
公
ノ
利
益
二
譲
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
す
る
見
解
で
あ
る
と
し

て
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
即
ち
、

抑
モ
所
有
権
ハ
私
法
上
ノ
権
利
ナ
リ
、
公
法
上
ノ
権
利
二
非
ス
、
私
人
ト

私
人
ト
ノ
間
二
存
在
ス
ル
権
利
ナ
リ
、
国
家
卜
私
人
ト
ノ
間
二
存
在
ス
ル

権
利

二
非
ス
、
故
二
国
家
力
公
益
ノ
為
之
ヲ
徴
収
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
私

人
ハ
所
有
権
フ
以
テ
之
二
対
抗
ス
ル
コ
ト
フ
得
ス
、
国
家
卜
私
人
ト
ノ
間

皇
モ
権
利
ノ
衝
突
ア
ル
コ
ト
ナ
シ

（”
ｏ
∽す

ｏ
２
いさ
いお
８
ａ
●
ｃ
●
”
鴫
‥

００
，

一
の
。
∞
０
ω̈
Ｏ
●ヽ
●
ｏ
Ｆ
り
ヽ
①」
の
・∽
一”
”
一∽『
００，
一
の
。
Ｎ
Ｏ
Ｎ
）
、　
揃
岬
ホ
ロ側

ソ
権
利
ノ
優
劣
ヲ
論
ス
ル
ノ
要
ア
ラ
ン
ヤ

要
す
る
に
、

一
本
は
、
ボ
ル
ン
ハ
ツ
ク
等
に
よ
り
つ
つ
、
所
有
権
は
私
法

上
の
権
利
で
あ
っ
て

「国
家
卜
私
人
ト
ノ
間

二
存
在
ス
ル
権
利
」

（公
法
上

の
権
利
）
で
は
な
い
。
従

っ
て
、
国
家
の
命
令
権
の
作
用
で
あ
る
公
用
徴
収

に
お
い
て
、
私
人
は
私
法
上
の
権
利
で
あ
る
所
有
権
を
も
っ
て
こ
れ
に
対
抗

二
九
〇

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
そ
も
そ
も
国
家
と
個
人
と
の
間
に
は
衝
突

す
べ
き
権
利
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

０
公
用
徴
収
権
の
存
在
根
拠

一
本
が
批
判
の
対
象
と
す
る
通
説
的
見
解
は
、
江
木
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。

既
に
見
た
よ
う
に
江
本
は
個
人
の
私
益
と
社
会
全
体
の
公
益
が
対
立
し
た
場

合
に
は
国
家
が
公
権
を
も

っ
て
私
権
を
制
限
す
る
と
い
う
、
そ
の
国
家
の
調

停
機
能
を
も
っ
て
収
用

（江
木
の
い
う
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
）
の
存

在
根
拠
と
し
て
い
た
。　
一
本
は
こ
の
説
明
を
採
ら
な
い
と
い
う
。
そ
れ
で
は
、

公
用
徴
収
権
は
何
を
根
拠
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

一
本
は
そ

れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
即
ち
、

公
用
徴
収
権
ノ
根
拠
ハ
極
メ
テ
単
純
ナ
リ
、
国
家
ハ
統
治
権
ノ
主
体

ニ
シ

テ
其
自
ラ
限
ラ
サ
ル
限

ハ
臣
民
二
対
シ
テ
無
限
ノ
命
令
権
フ
有
ス
、
而
シ

テ
国
家
ハ
私
人
ノ
所
有
権
ヲ
認
ム
ル
モ
是
塁
モ
国
家
ノ
命
令
権
ヲ
制
限
ス

ル
モ
ノ
号
非
サ
ル
カ
故

二
国
家
ハ
必
要
卜
認
ム
ル
場
合
二
於
テ
所
有
権
ヲ

徴
収
ス
ル
ヲ
妨
ケ
ラ
ル
ゝ
コ
ト
ナ
シ
、
之
ヲ
要
ス
ル
ニ
公
用
徴
収
権
ノ
根

拠
ハ
命
令
権
二
在
り
ヽ
而
シ
テ
公
用
徴
収
権
ノ
存
在
ス
ル
所
以
ハ
国
家
カ

広
ク
臣
民
二
対
シ
テ
命
令
権
ヲ
有
ス
ル
所
以
ノ
理
卜
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
ク
、

特
二
公
用
徴
収
二
関
シ
テ
之
ヲ
論
ス
ル
フ
得
ス
又
之
ヲ
論
ス
ル
フ
要
セ
サ

ル
ナ
”

国
家
は
統
治
権
の
主
体
と
し
て
臣
民
に
対
し
て
無
制
限
の
命
令
権
を
有
し
、

そ
れ
は
所
有
権
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
従

っ
て
国
家
は

自
ら
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
命
令
権
に
基
づ
い
て
臣
民
の
所
有
権

を
公
用
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
公
用
徴
収
権
の
根
拠



は
、
国
家
の
命
令
権
に
あ
る
と
い
う

（以
下
、
こ
の
命
題
を
便
宣
的
に

「
公

用
徴
収
＝
命
令
権
根
拠
」
論
と
表
記
す
る
）
。

こ
０
よ
う
な
命
題
か
ら
、
次
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
理

論
上
必
然
で
あ
る
。
即
ち
、

公
用
徴
収
権
ハ
民
法
上
ノ
権
利
卜
抵
触
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
カ
故
二
、
他

二
特
別
ノ
規
定
ナ
キ
以
上
ハ
必
ス
シ
モ
法
律
フ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト
ヲ

要
セ
サ
ル
ノ
理
ナ
リ

所
有
権
の
法
律
に
よ
る
制
限

（法
治
主
義
）
は
、
公
用
徴
収
権
に
と
っ
て

本
質
的
要
素
で
は
な
い
と
い
う
。
理
論
上
、
収
用
は
行
政
権
の
専
権
に
属
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
立
法
府
の
関
与
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
行

政
権
優
位
の
法
理
論
た
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

３
　
公
用
徴
収
権

の
主
体
と
客
体

０
公
用
徴
収
権
の
主
体

公
用
徴
収
権
の
主
体
は
国
家
若
し
く
は
国
家
及
び
地
方
団
体
に
限
る
か
、

そ
れ
と
も
会
社
そ
の
他
私
人
も
公
用
徴
収
権
の
主
体
た
り
う
る
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
、　
一
本
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
公
用
徴
収
権
の
主
体
は

国
家
に
限
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
公
用
徴
収
と
は
命
令
権
に
よ
る

処
分
で
あ
り
、
公
益
の
認
定

・
公
用
徴
収
の
裁
決

・
（国
に
よ
り
）
公
用
徴

収
の
執
行
の
三
段
階
は
と
も
に
み
な
国
家
機
関
が
執
行
す
る
。
起
業
者
は
直

接
所
有
者
に
対
し
て
所
有
権
の
移
転
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
単
に
当

該
処
分
を
国
家
に
対
し
て
要
求
し
う
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
起
業
者
が
所

有
権
を
取
得
す
る
の
は
、
所
有
者
に
対
す
る
権
利
関
係
に
よ
る
の
で
は
な
く

近
代
収
用
法
理
論
の
成
立

直
接
に
国
家
の
命
令
に
よ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
公
用
徴

・
収
は
所
有

権
を
移
転
す
る
処
分
で
あ
り
、
起
業
者
は
そ
の
処
分
の
結
果
と
し
て
所
有
権

を
取
得
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
会
社
私
人
は
公
用
徴
収
権

の
主
体
た
り
え
ず
、
国
家
が
独
り
公
用
徴
収
権
の
主
体
な
の
で
あ
る
。

０
公
用
徴
収
権
の
客
体

公
用
徴
収
の
客
体

（目
的
物
）
と
な
る
権
利
は
、
所
有
権
そ
の
他
の
物
権

で
あ
る
。
特
許
権
の
よ
う
な
所
有
権
類
似
の
性
質
を
有
す
る
も
の
も
徴
収
す
‘

る
こ
と
が
で
き
る
。
物
で
は
、
不
動
産
及
び
動
産
は
と
も
に
公
用
徴
収
の
客

体
と
な
る
。

徴
収
さ
れ
る
べ
き
物
件
を
決
定
す
る
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
は
裁
判
所
を
し
て
公
用
徴
収
の
裁
決
を
執
行
さ
せ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
所
有
権
不
可
侵
の
保
障
を
確
く
す
る
目
的
に
出
た
便
宣
的
な

規
定
に
過
ぎ
な
い
。
公
用
徴
収
の
本
来
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
、
公
用
徴
収
の

裁
決
は
権
利
を
設
定
す
る
行
政
処
分
で
あ
り
、
ま
た
土
地
の
必
要
不
必
要
は

絶
対
の
も
の
で
は
な
く
結
局
利
害
の
大
小
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
裁

判
所
の
判
決
に
適
当
す
る
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
故
公
用
徴
収
の
裁
決
は
こ

れ
を
行
政
機
関
に
委
任
す
る
こ
と
が
そ
の
本
来
の
性
質
に
適
合
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
。

４
　
公
益
の
認
定

公
用
徴
収
は
公
益
の
た
め
に
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。　
一
本
に

よ
れ
ば
、
当
該
事
業
が
果
し
て
公
益
の
た
め
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
は

二
九
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事
実
の
問
題
で
あ
っ
て
、
当
該
機
関
の
認
定
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
故

彼
は
、

「如
何
ナ
ル
機
関
力
之

（公
益
―
―
橋
本
注
）
ヲ
認
定
ス
ル
ノ
権
ヲ

有
ス
ル
ヤ
ハ
公
用
徴
収
法
二
於
テ
最
モ
重
要
ナ
ル

一
点
」
で
あ
る
と
の
認
識

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
彼
の
具
体
的
な
議
論
の
展
開
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
公
益
認
定
基
準
の
立
法
形
式
に
つ
い
て
、　
一
般
法
を
持
た
ず
個
別

事
業
ご
と
に
公
用
徴
収
法
を
設
け
る
場
合
、
列
挙
主
義
、
概
括

（包
括
）
主

義
の
二
つ
の
制
度
を
示
し
、
概
括
主
義
を
採
用
す
る
の
が

「
一
般
ノ
趨
勢
」

で
あ
る
と
す
衡
α

こ
の
点
で
、
江
木
理
論
と
の
対
照
は
注
目
さ
れ
る
。
江
木

は
、
公
用
徴
収

（江
木
の
い
う
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
）
の
濫
用
、
所

有
権
侵
害
を
抑
止
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
列
挙
主
義
を
支
持
し
た
が
、　
一
木

に
こ
の
よ
う
な
所
有
権
保
護
の
観
点
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

次
に
公
益
を
認
定
す
る
機
関
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
行
政
機
関
専
任
、
立
法

機
関
専
任
、
立
法
機
関
と
行
政
機
関
の
分
担
と
い
う
三
つ
の
制
度
を
示
し
つ

つ
、
公
用
徴
収
の
本
来
の
性
質

（要
す
る
に

「
公
用
微
収
＝
命
令
権
根
拠
」

論
）
か
ら
す
れ
ば
、
公
益
の
認
定
は
行
政
行
為
で
あ
り
必
ず
し
も
立
法
手
続

に
よ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
。

５

「
公
用
徴
収
」
請
求
権

残
地
収
用
に
つ
い
て
は
、
英
仏
の
法
と
独
法
と
の
対
立
が
あ
る
。
前
者
は

残
地
が

一
定
面
積
以
下
と
な
っ
た
場
合
な
ど
の
形
式
要
件
を
満
た
せ
ば
全
部

の
徴
収
を
請
求
す
る
権
利
を
所
有
者
に
認
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者

は
、
単
に

「従
前
ノ
方
法
二
依
り
残
余
ノ
土
地
ヲ
適
当
二
使
用
ス
ル
コ
ト
能

二
九
二

ハ
サ
ル
場
合
二
全
部
ノ
徴
収
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト
フ
得
ル
」
と
の
規
定
を
設
け

る
に
留
め
、
実
体
的
覆
判
断
は
当
該
官
庁
の
認
定
に
委
ね
て
い
る
。
こ
の
点

に
つ
き
、　
一
本
は
法
律
に
よ
り
形
式
要
件
を
定
め
る
こ
と
の
不
当
性
を
主
張

し
、
む
し
ろ
独
法
の
よ
う
に
行
政
権
の
裁
量
に
委
ね
る
こ
と
こ
そ
が

「事
宜

二
適
ス
ル
モ
ノ
」
で
あ
る
と
す
る
。

６
　

「賠
償
」

（
損
失
補
償
）

０
賠
償
義
務
の
由
来

繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に

　ヽ
一
本
に
よ
れ
ば
公
用
徴
収
は
国
家
の
命

令
権
に
基
づ
く
処
分
で
あ
る
。

一
本
の
命
令
論
を
公
用
徴
収
論
に
お
い
て
徹

底
す
る
な
ら
ば
、
国
家
は
臣
民
に
対
し
て
無
制
限
の
命
令
権
を
有
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
国
家
は
賠
償
を
与
え
ず
に
臣
民
の
所
有
権
を
徴
収
す
る
こ
と
も

理
論
上
は
可
能
で
あ
る
。
現
に
、

一
本
は
、
法
規
命
令
に
よ
っ
て
権
利
を
廃

止

・
制
限
す
る
場
合
に
は
必
ず
し
も
補
償
を
必
要
と
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、　
一
本
理
論
に
お
い
て
も
賠
償
は
公
用
徴
収
の
本
質
的
な

要
素
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
何
故
に
賠
償
は
公
用
徴
収
の

本
質
的
要
素
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
本
は
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。
即
ち
、

公
用
徴
収
ハ
公
益
ノ
為
必
要
ナ
ル
処
分
ナ
リ
、
而
シ
テ
公
益
ノ
為
必
要
ナ

ル
ハ
一
定
ノ
形
ヲ
有
ス
ル
物
件
フ
徴
収
ス
ル
ニ
在
リ
テ
其
物
件
ノ
価
格
ニ

当
ル
財
産
ヲ
徴
収
ス
ル
ニ
在
ラ
サ
ル
フ
以
テ
、
公
用
徴
収
ハ
単
二
財
産
ノ

形
状
フ
変
更
ス
ル
ニ
止
り
其
総
額
ヲ
減
少
セ
サ
ル
フ
要
ス
、
故
二
国
家
ハ

賠
償
ヲ
与

ヘ
ス
シ
テ
所
有
権
ヲ
徴
収
ス
ル
コ
ト
フ
得
サ
ル
ニ
非
ス
ト
雖
ト



モ．
、
此．
ノ．
好
一
ノ．
処．
分．
′、．
鬱
〓
財．
産．
ノ．
形．
ヵ
変．
更．
ス．
ノン．
ノ．
ミ．
ナ．
シ
寿
又．
財．

産
ノ
総
額
ヲ
減
少
ス
″
モ
ノ
ニ
シ
テ
公
用
徴
収
ノ
性
質
二
幾
分
租
税
ノ
性

ノ、 質
胸
麟
が

与 ノレ
【
″

ノ、 卜
釧
胸
（
幹
貯
爆
嘲
哨
制
】
螂
嘲

ヘ ノ
瑚
増
紳
り
論
ス
レ

要
す
る
に
、
公
用
徴
収
は
公
益
の
た
め
に

「
一
定
ノ
形
ヲ
有
ス
ル
物
件
」

を
徴
収
し
、
当
該
物
件
の
形
状
の
変
更
を
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
財
産

的
価
値
を
減
少
さ
せ
な
い
こ
と
を
要
す
る
。
財
産
的
価
値
を
減
少
さ
せ
さ
え

し
な
け
れ
ば
、
国
家
は
賠
償
を
与
え
ず
に
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
財
産
的
価
値
の
減
少
を
伴
う

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で

「賠
償
ヲ
与
フ
ル
ハ
当
然
ノ
事
実
」
で
あ
る

と
い
一つ
。

②
賠
償
額
の
算
定
と
算
定
基
準
時

公
用
徴
収
は

一
定
の
形
を
有
す
る
財
産
を
徴
収
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
財

産
め
総
額
を
減
少
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
被
徴
収
者
に
対
す
る
賠

償
は
そ
の
財
産
の
総
額
を
し
て
公
用
徴
収
の
前
後
に
お
い
て
同
等
と
な
る
こ

と
を
目
途
と
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
賠
償
額
は
、

「徴
収
ノ
前
卜
後
ト

ニ
於
ケ
ル
財
産
総
額
ノ
差
異
」

（財
産
総
額
の
減
少
分
）
に
相
当
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

徴
収
さ
れ
た
土
地
又
は
残
地
の
価
格
は
、
徴
収
当
時
に
お
け
る
価
格
を
基

準
と
す
る
。
し
か
し
、
公
用
徴
収
を
予
期
し
又
は
公
用
徴
収
の
原
因
た
る
工

事
を
予
期
し
て
昇
降
し
た
る
価
格
は
賠
償
の
基
礎
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ま
り
賠
償
金
額
の
決
定
は
始
よ
り
工
事
な
し
と
仮
想
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
。近

代
収
用
法
理
論
の
成
立

０
残
地
の
増
価
と
賠
償
と
の
相
殺

（起
業
利
益
と
損
失
補
償
と
の
相
殺
）

場
合
に
よ
り
公
用
徴
収
を
要
し
た
事
業
に
よ
り
生
ず
べ
き
利
益
の
た
め
に

残
地
は
却
っ
て
そ
の
価
格
を
増
す
こ
と
が
あ
る
。
残
地
に
お
け
る
起
業
利
益

の
発
生
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
損
失
補
償
の
算
定
に
お
い
て
残
地
の
増
価
分

を
考
慮
し
て
よ
い
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。　
一
本
は
、
現
行
法

（明
治

三
二
年
土
地
収
用
法
）
は
こ
の
点
に
つ
い
て
明
文
の
規
定
を
有
し
て
い
な
い

の
で
、
残
地
の
増
価
分

（起
業
利
益
）
と
賠
償

（損
失
補
償
）
の
全
部
と
を

相
殺
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
全
部
相
殺
は
で
き
な
い
と
す
る
。

し
か
し
残
地
の
価
格
減
少
に
対
す
る
賠
償

（残
地
補
償
）
の
算
定
で
は
、

た
と
え
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
残
地
の
増
価
分

（起
業
利
益
）
と
相
殺
す

る
こ
と
が
で
き
る
、
即
ち

一
部
相
殺
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

０
賠
償
の
手
続

如
何
な
る
機
関
が
賠
償
の
裁
決
を
行
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
諸
外
国

に
は
三
種
の
制
度
が
あ
る
。
裁
判
所
が
裁
決
権
を
有
す
る
も
の
、
特
別
の
陪

審
員
に
よ
る
裁
決
、
行
政
官
庁
が
裁
決
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
本
は
、

第
二
の
制
度
を
支
持
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

賠
償
金
額
ノ
決
定
ハ
、
既
存
ノ
権
利
ヲ
認
定
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
シ
テ
新
ニ

権
利
ヲ
設
定
ス
ル
行
政
処
分
ナ
ン
ハ
、
本
来
ノ
性
質
ヨ
リ
論
ス
ル
ト
キ
ハ

寧
口
行
政
官
庁
二
属
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ

７
　
公
用
徴
収
に
対
す
る

「救
正
」

（
救
済
手
続
）

公
用
徴
収
を
め
ぐ
る
紛
争
は
司
法
裁
判
所
に
お
い
て

「救
正
」

（救
済
）

さ
れ
う
る
の
か
。
こ
の
―問
題
に
つ
い
て
、　
一
本
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
ｔ

二
九
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て
い
る
。
即
ち
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
公
用
徴
収
裁
決
権
を
裁
判
所
に
与
え

て
い
る
国
で
は
、
司
法
裁
判
に
救
正
を
求
め
う
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
公
用
徴
収
裁
決
は

一
つ
の
行
政
処
分
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
不

服
は
本
来
司
法
裁
判
所
に
提
起
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
徴
収
裁
決

権
を
行
政
庁
に
与
え
て
い
る
国

（プ
ロ
イ
セ
ン
、
日
本
等
）
で
は
、
裁
決
に

対
ｔ
て
た
だ
行
政
法
上
の
救
正
手
段
が
あ
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
。

さ
ら
に
、
賠
償
金
額
の
裁
決
に
対
す
る
不
服
者
は
司
法
裁
判
所
に
出
訴
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
即
ち
、
諸
国
の
法
は

一
致
し
て
出
訴
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

も
公
用
徴
収
の
本
質
的
な
原
則
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

一
旦
決
定
し
た
賠
償
金
額
を
起
業
者
か
ら
受
け
取
る
の
は

一
つ
の
私
権
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
こ
の
金
額
を
決
定
す
る
行
為
そ
の
も
の
は

一
つ
の
行
政
処
分

で
あ
る
。
公
用
徴
収
裁
決
が
起
業
者
に
所
有
権
を
与
え
る
の
と
同
様
に
、
賠

償
の
裁
決
は
現
実
の
要
償
権
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
二
者
相
ま
っ
て

公
用
徴
収
処
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
賠
償
金
に
対
す
る
不
服
に
つ

い
て
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
を
許
す
と
い
う
原
則
は
必
ず
し
も
公
用
徴
収

に
と
づ
て
不
動
の
原
則
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
。

む

す

び

最
後
に
、
江
木
衷
と
比
較
し
つ
つ
、

を
ま
と
め
て
み
た
い
。

①
江
木
衷
の
収
用
法
理
論
の
特
徴
は
、

一
本
喜
徳
郎
の
収
用
法
理
論
の
特
徴

ま
ず
そ
の
理
論
的
基
礎
と
し
て
個
人

′二
九
四

と
社
会
と
国
家
の
三
つ
を
峻
別
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る

（個
人
―
社
会
―

国
家
の
三
分
論
）
。
社
会
と
は

「人
民
」

「公
同
公
衆
」

つ
ま
り
人
の
集
合

体
で
あ
る
。
他
方
、
国
家
は
、
個
人
の
利
益
と
と
も
に
社
会
全
体
の
利
益

（公
益
）
を
保
護
す
る
こ
と
を
自
ら
の
役
割
と
す
る
。
そ
し
て
社
会
の
利
益

（公
益
）
と
個
人
の
利
益

（私
益
）
と
が
対
立
す
る
場
合
に
は
、
国
家
は
公
権

を
も
っ
て
個
人
の
利
益
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
ぅ
。
し
か
し
、
こ

の
場
合
社
会
の
利
益

（公
益
）
は
必
ず
し
も
国
家
の
利
益
と

一
致
す
る
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。

②
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
社
会
の
利
益

（公
益
）
を
認
定
し
、
そ
れ
を
実

現
す
る
も
の
が
社
会
と
は
概
念
上
区
別
さ
れ
る
国
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国

家
に
よ
る
収
用
権
の
濫
用
の
危
険
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
所
有
権
の

「亡
滅
」

の
危
険
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
危
惧
の
存
在
は
、
反
面
か
ら
い

え
ば
、
江
木
衷
の
所
有
権
保
護
の
観
念
の
強
さ
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
国
家
公
権
に
よ
る
濫
用
を
防
ぐ
手
段
と
し
て
公

益
内
容
を
限
定
的
に
列
挙
し
て
立
法
化
す
る
と
い
う
列
挙
主
義
の
採
用
を
主

張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
江
木
衷
理
論
と
比
較
す
る
と
き
、　
一
本
理
論
の
特
徴
は
顕
著

な
も
の
が
あ
る
。

①
ま
ず
、　
一
本
の
理
論
に
江
木
理
論
の
よ
う
な
個
人
―
社
会
―
国
家
の
三
分

論
を
見
て
取
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

一
本
は
個
人
―
国
家
の
二

分
論
に
立

っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な

叙
述
に
よ
っ
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

国
家
ノ
利
益
卜
個
人
ノ
利
益
卜
両
々
併
存
シ
テ
各
適
当
ノ
限
界
ヲ
守
り
、



国
家
ハ
独
り
個
人
ノ
権
利
フ
保
護
ス
ル
ヲ
ロ
的
ト
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、

各
種
ノ
設
営
二
由
り
国
家
及
臣
民
ノ
幸
福
ヲ
増
進
ス
ル
ノ
天
職
フ
有
ス

嗜そ
も
そ
も
こ
こ
に
は
、
社
会
の
概
念
が
存
在
し
て
い
な
い
。
あ
る
の
は
、

個
人
と
国
家
、
個
人
の
利
益
と
国
家
の
利
益
で
あ
る
。
江
本
は
、
三
分
論
に

依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、社

会
の
利
益
と
国
家
の
利
益
と
を
概
念
的
に
明
確

に
区
別
し
、
そ
れ
ゆ
え
国
家
の
利
益
が
必
ず
し
も
社
会
全
体
ら
利
益
今釜
金
）

と

一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
ｏ
し
か
し
、〉

こ
れ
に
対
し
て

一
本
は
、
三
分
論
の
理
論
的
帰
結
と
し
て
、

「国
家
に
よ
る

公
益
概
念
の
独
占
」
、
あ
る
い
は

「国
家
利
益
＝
公
益
」
と
い
う
考
え
に
立

ち
至
ら
ざ
る
を
え
な
」
℃

②
こ
の
三
分
論
の
枠
組
の
な
か
で
、
国
家
は
統
治
権
の
主
体
と
し
て
個
人
に

対
し
て
無
制
限
の
命
令
権
を
有
す
る
。
こ
の
公
法
秩
序
の
下
で
は
、
所
有
権

の
存
在
も
何
ら
国
家
の
命
令
権
を
制
約
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
個
人

は
国
家
に
対
抗
し
得
べ
き
権
利
を
有
し
て
い
な
い
。
原
理
的
に
は
、
個
人
は

国
家
に
対
し
て
服
従
す
べ
き
存
在
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ

に
い
う
国
家
と
は

「命
令
権
」
の
主
体
即
ち
行
政
権
力
で
あ
る
こ
と
が
前
提

と
さ
れ
て
い
る
の
は
自
明
で
あ
る
。
　
　
　
ヽ

③

「公
用
徴
収
」

（収
用
）
の
存
在
を
根
拠
づ
け
る
の
は
、
専
ら
国
家
ｏ

「命
令
権
」
で
あ
る
（
「公
用
徴
収
＝
命
令
権
根
拠
」
論
）
。
法
律
■
そ
の

根
拠
を
置
く
も
の
で
は
な
い
。
帝
国
憲
法
二
七
条
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

理
論
上
は
法
治
主
義
の
要
件
は
不
可
欠
の
も
め
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

④
こ
の

「公
用
徴
収
＝
命
令
権
根
拠
」
論
を
前
提
と
し
て
、　
一
本
は
、
公
益

近
代
収
用
法
理
論
の
成
立

認
定
、
収
用
裁
決
、
救
済
手
続
等
を
行
う
機
関
を
専
ら
行
政
権
に
限
り
、
立

法
府
や
司
法
府
の
関
与
を
排
除
す
る
。
そ
し
て
他
方
で
、
行
政
権
の
自
由
な

裁
量
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

⑤
要
す
る
に
、　
一
本
の
収
用
法
理
論
は
、
収
用
権
を
行
政
権
の
専
権
と
し
て

他
の
国
家
機
関

（立
法
府
、
司
法
府
）
の
関
与
を
排
除
し
、
行
政
権
の
自
由

な
裁
量
を
重
視
す
る
。
そ
し
て
、
個
人
に
対
し
て
は
国
家
に
対
抗
し
う
る
権

利
の
存
在
を
認
め
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
す
ぐ
れ
て
行
政
権
優
位
の
収
用
法

理
論
で
あ
る
。
こ
の
一
本
の
収
用
法
理
論
を
特
徴
づ
け
る
な
ら
ば
、
「法
律

実
証
主
義
」
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。　
同
じ
ぐ
ド
イ
ッ
法
の
影
響

を
受
け
た
江
木
理
論
に
こ
の

「法
律
実
証
主
義
」
を
見
て
取
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
江
木
が
所
有
権
保
護
を
彼
の
収
用
法
理
論
の
一
つ
の
理

論
的
課
題
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
木
理
論

の
歴
史
的
意
義
は
、
ま
さ
に
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
日
本
の
近
代
収
用
法

理
論
を
成
立
さ
せ
、
そ
の
基
礎
を
形
作
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

即
ち
、
一
方
に
お
け
る
行
政
権
の
優
位
、
他
方
に
お
け
る
個
人
の
所
有
権

（財
産
権
）
の
軽
視
。
そ
の
理
論
的
基
礎
と
し
て
の

「
法
律
実
証
主
義
」
。

こ
れ
が
日
本
の
近
代
収
用
法
理
論
の
出
発
点
で
あ
る
。

注
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

（
１
）
美
濃
部
達
吉

『公
用
収
用
法
原
理
』
有
斐
閣
、　
一
九
三
六
年
、
復
刻

版

一
九
八
七
年
。

（
２
）
一
本
喜
徳
郎
に
関
ｔ
て
は
、
特
に
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。
鈴
木
安

蔵

『
日
本
憲
法
学
の
生
誕
と
発
展
』

（初
版

一
九
二
四
年
、
改
訂
版

・
法

二
九
五



法
経
研
究
三
八
巻

一
・
二
号
２

九
八
九
年
）

律
文
化
社
ヽ

一
九
六
六
年
、
六
四
～
六
六

　ヽ
一
二
五
頁
）
、
同

『
日
本
憲

法
学
史
研
究
』

（勁
草
書
房
、

一
九
七
五
年
、　
一
〇
九
～

一
三
二
頁
）
、

家
永
二
郎

『美
濃
部
達
吉
の
思
想
史
的
研
究
」

（岩
波
書
店
、　
一
九
六
四

年
、
三
～
二
四
頁
）
、
同

『
日
本
近
代
憲
法
思
想
史
研
究
』

今
覆
塾
電
層
、

一
九
六
七
年
、　
一
四
〇
～

一
五
〇
頁
）
、
岩
村
等

「
一
本
喜
徳
郎
の
法
律

概
念
―

『
日
本
法
令
予
算
論
』
の
検
討
―
」

（
日
本
近
代
法
制
史
研
究
会

編

『
日
本
近
代
国
家
の
法
構
造
』
木
鐸
社
、　
一
九
八
三
年
ヽ
四
〇
五
～

四
一
一六
頁
）
。

従
来
の
研
究
で
は
、　
一
木
喜
徳
郎
の
行
政
治
理
論
の
各
論
部
分
に
ま
で

立
ち
入
っ
た
考
察
は
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

（
３
）

一
本
喜
徳
郎

「公
用
徴
収
法
大
意
」

（
一
）

（
二
）
完

（
『
法
学
協

会
雑
誌
』

一
四
巻

一
〇
、

一
一
号
、　
一
八
九
六
年
）
。

（
４
）
美
濃
部

・
前
掲
書
、
六
頁
。

（
５
）
江
本
衷
に
関
し
て
は
、
特
に
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。
熊
谷
開
作

「
日
本
に
お
け
る
法
解
釈
学
の
一
つ
の
主
源
流
」

（
恒
藤
先
生
古
稀
祝
賀

記
念

『法
解
釈
の
理
論
』
有
斐
閣
、　
一
九
六
〇
年
、　
一
～

一
八
頁
）
、
利

谷
信
義

「江
木
衷
」

（潮
見
俊
隆
編
著

『
日
本
の
弁
護
士
』
日
本
評
論

社
、　
一
九
七
二
年
、　
一
〇
二
～

一
三
二
頁
）
、
本
田
純

一
「江
木
衷
の
刑

法
理
論

［刑
法
理
論
史
の
研
究

。
第

一
四
回
］
」

（
『法
律
時
報
』
五

一

巻
七
号
、　
一
九
七
九
年
、　
一
一
一
～

一
一
六
頁
）
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
江
木
衷
の
行
政
法
理
論
に
つ
い
て
殆
ど
考
察

が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
さ
や
か
な
が
ら
、
こ
こ
に
本
稿
の
考
察
の
意

義
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

二
九
六

（
６
）
江
木
衷

「公
用
土
地
買
上
規
則
フ
論
ス
」

（
一
）

（
二
）
未
完
『
法

学
協
会
雑
誌
』

一
一
、

一
四

号
、

一
八
八
五
年
）
。

（
７
）
公
用
土
地
買
上
規
則
に
関
し
て
は
、
拙
稿

「
一
八
七
五
人
明
治
八
）

年
公
用
土
地
買
上
規
則
の
成
立
と
展
開
―
近
代
公
用
収
用
法
制
研
究
序

説
―
」

（
『阪
大
法
学
』

一
四
九
＝

一
五
〇
号
、　
一
九
八
九
年
、
三
〇
五

頁
以
下
）
参
照
。

（
８
）
私
擬
憲
法
草
案
の
な
か
で
、
所
有
権
規
定
を
有
す
る
も
の
を
分
類
し

て
み
る
と
、
最
も
多
い
の
は
収
用
の
要
件
と
し
て
損
失
補
償
を
定
め
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
所
有
権
不
可
侵
規
定
が
次
い
で
い
る

（別
表
参

照
）
。

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言

一
七
条
は
専
ら
収
用
を
前
提
に
お
い
て
、

所
有
権
制
限
の
条
件
と
し
て
公
益
目
的
、
正
当
な
補
償
、
事
前
補
償
の
三

つ
の
要
件
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
所
有
権
制
限
の
内
容
が
専
ら
収

用
を
意
味
し
て
い
る
も
の
を

一
八
世
紀
型
の
憲
法
と
す
る
な
ら
ば
、
自
由

民
権
期
の
私
擬
憲
法
草
案
は
ま
さ
し
く

一
八
世
紀
型
憲
法
の
範
時
に
属
す

る
。
同
様
に
大
日
本
帝
国
憲
法
も
こ
と
所
有
権
規
定
に
関
し
て
い
え
ば

一

八
世
紀
型
憲
法
の
範
時
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う

（し
か
し
こ

の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
総
体
と
し
て
の
性
格
を

一
八

世
紀
型
憲
法
と
評
価
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
）
。



（
８
）
別
表

近
代
収
用
法
理
論
の
成
立
．

*私擬憲法における所有権条項

(備考)1、 分類記号は以下の内容を意味する。

ア.「所有権の不可侵性J規定を有するもの。

イ。「法律による制限J規定を有するもの。

ウ。「損失補償規定」を有するもの。

2、 家永二郎他編『明治前期の憲法構想 〔増訂版第二版 〕』(福村出

版、1987年 )か ら作成。但し、所有権規定を有していない草案は

表から除外した。

二
九
七

分 類 私 擬 憲 法 草 案 名 所 有 権 制 限 の 要 件 作成期間

ア ウ

アイウ

アイ

アイウ

アイ

アイ

イ

アイウ

アイウ

ア ウ

ア ウ

アイウ

アイウ

ウ

ウ

ウ

アイ

イウ

イウ

イウ

青木周議・大日本政規

青木用蔵・ 帝号大日本国政典

元老院・ 日本国は按第一次案

元老院 。日本国憲按第二次案

共存同衆 。私擬憲法意見

嗅鳴社憲法尊案

筑lil‐共愛会 。大口本国憲法大略見込薔

筑前共愛会 。大日本国憲法概略見込書

元老院 。日本国憲按第二次案

小田為綱他・ 憲法車稿評林

元田永字 。国憲大綱

沢辺正修 。大日本国憲法

福地源一部・ 国意意見

交詢社・ 私疑憲法案

日本帝国憲法 く五日市議法蜘 0
交詢社 。私考憲法車案

兵庫国憲法講習会。国憲私考

憲法草案 (起草者不明)

永田一二 ,私車憲法

植木枝盛 。日本国憲法      .
植木枝盛 '日本国々憲案

丸山名政・憲法の組立

立志社・ 日本憲法見込案

村松愛蔵・憲法草案

山田顕義・憲法車案

東海暁銃新報 。各国対照私考国蔵案

井上毅憲法草案

西周・ 憲法車案

日本帝国国憲ノ車案 (起草/ittnJI)

田村寛一郎 。私東大日本帝国憲法案

「 相当ノ代料」により服 安フ捕フ」こと。

略 1当 ノ代償」により「 損失フ柵フ」こと。

法11の定める目的と手続。1子11の「 応当ノL・Ftt」●

法律の定める「規縫」.

「至当ノ賠償j.

「 至当ノ賠償」。
法Fllの定める目的 「正当ナル報n」●

法律の定める「常規」.
法何tの定める「常規」.
法F〕によるntu限。
法律の定める目的と手続.賠償。
法何1の定める目的。「至当ノ償」。

「れl・

lalノ 償」。

「公側 による公益の証明 事前の「至当」な賠償

「相当ノ償」.
「ll・

lrlノ
rl」0

「11当 ノ償」.

「相当ノ償」.
法制lに よる制限。「正当ノ報償上
法:｀ 卜による制限。 rl:i当ノ報n」.

「至当ノA」 .

「本人ノ弁許」。「前償」。

「至当ノ賠償」.
法

`1に

よる制限。
法律の定める目的と手続。「相当ノ賠償」。
法子

"に

よる鮨1限。「相当ノ代価」による賠償。

事lli111償。
法Fi:の 定める目的と手焼。「IIE当 ナル償鋼 。

「村l当 ノ償」.

6403月

7-05,6

11-07
12-03
121く

13-02

13-07

13-00

14-03,4

14‐棚

14-07.10

14-07,9

14-08

14-03
14-09
14-09

15-04,5

15秋
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（
９
）た
だ
、
収
用
の
問
題
に
若
干
で
も
立
ち
入
っ
て
論
述
を
な
し
て
い
る
も

の
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
福
地

源

一
郎

「国
憲
意
見
」
や
小
野
梓

『国
憲
汎
論
』
を
見
る
程
度
で
あ
る
。

（
１０
）民
法
典
の
編
纂
に
関
し
て
は
、
明
治
二
三
年
民
法
と
二
九
年
民
法
の
そ

れ
ぞ
れ
の
所
有
権
規
定
の
相
違
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
明
治
二
三
年

民
法
は
、
帝
国
憲
法
二
七
条
と
同
様
に
所
有
権
の

「
法
律
に
よ
る
制
限
」

を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
が
二
九
年
民
法
で
は

「法
令
に
よ
る
制
限
」
に
変

化
す
る
。
こ
の
変
化
は
、
単
に
根
拠
法
令
の
範
囲
が
法
律
か
ら
命
令
に
ま

で
拡
大
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
所
有
権
制
限
の
内
容

・

範
囲
の
拡
大
を
も
伴
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
民
法
典
上
の
規
定
の

変
化
が
民
法
上
の
所
有
権
理
論
そ
の
も
の
の
変
化
を
意
味
し
て
い
る
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
後
に
見
る
行
政
法
上
の
収
用
法
理
論
あ
る
い
は
所

有
権
論
と
如
何
な
る
関
連
を
有
す
る
の
か
が

一
つ
の
検
討
課
題
と
な
っ
て

こ
ぎ
る
を
え
な
い
。

（
Ｈ
）
一
本
喜
徳
郎

『
日
本
法
令
予
算
論
』
初
版

一
八
九
二
年
。

『
日
本
法
令

予
算
論
』
に
依
拠
し
て

一
木
喜
徳
郎
の
法
律
概
念
を
検
討
し
た
も
の
に
、

岩
村

。
前
掲
論
文
が
あ
る
。
ま
た
、　
一
木
喜
徳
郎
の
講
義
プ
リ
ン
ト

『国

法
学
」
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
前
掲

・
鈴
木

『
日
本
憲
蘇
雷
界
糖
置

が
あ
る
。

（
‐２
）以
下
本
文
に
お
け
る
江
木
衷
論
文
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
原
文
に
あ

る
傍
点
等
は
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め

一
切
省
略
し
、
代
わ
っ
て
筆
者
が
適

宜
読
点
等
を
付
し
た
。
ま
た
、
異
字

・
略
字
等
は
、
全
で
通
常
の
表
記
に

代
え
て
引
用
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
予
め
ご
諒
承
を
得
た
い
。

二
九
八

（
‐３
）江
木
衷
は
、

「
公
用
土
地
買
上
」
の
用
語
は

「
至
極
不
適
当
」
で
あ
る

の
で
、
羅
典
起
源
の
用
語
で
英

・
仏

・
独
と
も
に
通
用
す
る

「
エ
キ
ス
プ

ロ
プ
リ
ア
シ
ヨ
ン
」

（粛
づ
ｏヽ
り
ヽ
す
いいｏ
己
を
用
い
る
と
い
う
。以
下
の
叙

述
で
は
、
江
木
衷
の
用
語
法
に
従

っ
て
彼
の
見
解
を
ま
と
め
る
こ
と
に
す

２
つ
。

（
‐４
）
『
法
学
協
会
雑
誌
』

一
一
号
、
四

一
頁
。

（
‐５
）江
木
衷
著

『法
理
学
講
義
』

（刊
年
不
明
）
は
こ
の
点
を
よ
り
明
確
に

述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
彼
は
そ
こ
で

「人
類
ハ
各
人
各
個
、
社
会
、
国
家

ノ
三
点
ヨ
リ
考
察
シ
得
ベ
キ
モ
ノ
」
と
い
う

（利
谷

・
前
掲
論
文
、　
一
〇

九
頁
）
。

（
‐６
）
『法
学
協
会
雑
誌
』

一
一
号
、
四
三
頁
。

（
‐７
）
こ
れ
は
強
制
売
買
説
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。

（
‐８
）
『
法
学
協
会
誌
』

一
一
号
、
四
五
頁
。

（
・９
）同
上
、
四
七
頁
。

（
２０
）
既
に
前
掲
拙
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
の
現
行
法
で
あ
る
公
用
土
地

買
上
規
則
の
運
用
に
お
い
て
、
国
家
又
は
公
共
団
体
の
た
め
に
す
る
事
業

及
び
殖
産
興
業
政
策
に
関
連
す
る
事
業
が
そ
の
適
用
対
象
の
中
心
を
な
し

て
お
り
、
社
会
公
共
目
的
の
事
業
に
対
す
る
法
の
適
用
は
非
常
に
限
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
た

（前
掲
拙
稿
、
三
二
三
頁
以
下
参
照
）
。
そ
の
意
味
で
、

本
文
中
で
述
べ
た
江
本
衷
の
見
解
は
す
ぐ
れ
て
現
行
法
批
判
と
し
て
の
意

味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
２．
）以
下
の
諸
論
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
江
木
衷
は
次
の
よ
う
に
現
行
公

用
土
地
買
上
規
則
の
依
拠
す
る
収
用
法
理
論
を
批
判
し
て
い
る
。



―
千
み
プ
■
プ
リ
ア
シ
ョ
ン
ハ
公
用
ノ
為
メ
ニ
モ
ア
ラ
ス
、
土
地
ノ
ミ

ニ
限
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
、

′又
売
買
ニ
ア
ラ
ス
、
故
二
之
レ
ヲ
以
テ
公
用

土
地
買
上
規
則
卜
称
ス
ル
如
キ
ハ
頗
ル
其
ノ
当
ヲ
失
シ
タ
ル
者
ト
イ
フ

ヘ
シ

（
２２
）
『法
学
協
会
雑
誌
』

一
四
号
、
一
言
一頁
。

（
２３
）
こ
の
指
摘
は
、
当
時
の
現
行
公
用
土
地
買
上
規
則
が
包
括
主
義
を
と
っ

て
い
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
（
前
掲
拙
稿
、
三

一
六
頁
以
下
参

照
）。
こ
の
よ
う
な
個
人
の
権
利
保
護
の
観
点
か
ら
の
解
釈
論
の
展
開
そ

の
も
の
に
、
江
木
衷
の

「法
律
ハ
人
民
ノ
自
由
安
全
ヲ
得
ベ
キ
方
向
二
解

釈
シ
国
家
ノ
権
利
ノ
為
メ
ニ
ハ
可
成
不
利
ナ
ル
ヲ
疸
シ
ト
ス

‘」
と
ぃ
ぅ
解

釈
方
法
論
の
反
映
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
熊

谷

・
前
掲
論
文
、　
一
〇
～

一
一
頁

、
利
谷

・
前
掲
論
文
、　
一
〓

一頁
参

照
。

（
２４
）続
け
て
江
本
は
、

「
実
際
家
力
参
考
ノ
一
助
」
と
し
て
ド
イ
ツ
の
ラ
ン

デ
ー
が
類
別
し
た
公
益
目
的
を
列
挙
し
て
い
る

（但
し
江
本
は
、
そ
れ
を

「敢
テ
感
服
ス
ル
ニ
足
ラ
」
ず
と
し
て
い
る
）
。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の

通
り
。

第

一　
国
道
、
県
道
、
邑
道
ヲ
問
ハ
ス
総
テ
公
ケ
ノ
交
通
二
供
ス
ル
道
路

及
ヒ
市
街
ヲ
開
設
ス
ル
事
業
及
ヒ
交
通
又
ハ
衛
生
上
ノ
ロ
的
ヨ
リ

市
府
二
於
ケ
ル
市
街
ノ
修
繕

（水
利
二
関
ス
ル
事
業
モ
亦
同
ジ
）

（以
下
略
）

第
二
　
官
設
又
ハ
私
設
ノ
鉄
道
事
業
及
ヒ
単
二
私
用
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
者
ハ

鉱
山
用
ノ
鉄
道
事
業

近
代
収
用
法
理
論
の
成
立
　
　
ヽ

第
二
　
採
鉱
事
業

（但
シ
永
久
ノ
エ
キ
ス
プ
ロ
プ
リ
ア
シ
ョ
ン
〕一
ア
ラ
ス
）

第
四
　
地
租
改
正
方
為
メ
ニ
ス
ル
測
量

第
五
　
軍
備
ノ
事
業
特
二
一
国
ノ
保
護
及
練
兵
場
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
土
地
ニ

関
ス
ル
者

（以
下
略
）

第
六
　
衛
生
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
事
業
、
仮
令
ヘ
ハ
沿
地
等

フ
乾
カ
ス
コ
ト
、

堤
防
ノ
築
造
、
溝
渠
、
病
院
、
墓
地
、
屠
場
、
市
場
、
水
道
等
ノ

開
設

第
七
　
教
育
及
ヒ
道
徳
増
進
ノ
為
メ
ニ
ス
ル
事
業
、
仮
令
へ
↑
公
立
学
校
、

書
籍
館
、
寺
院
、
懲
治
監
等

第
八
　
水
利
二
関
ス
ル
事
業

（以
下
略
）

（２５
）
「公
用
徴
収
」
の
用
語
は
、
美
濃
部
に
よ
れ
ば
「我
が
国
の
学
術
語
と

し
て
何
時
頃
か
ら
用
い
ら
る
る
や
う
に
な
つ
た
か
、
誰
れ
が
そ
れ
を
用
い

始
め
た
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
著
者
の
未
だ
詳
に
し
得
な
い
所
で
あ
る
が
、

恐
ら
く
は
明
治
の
二
十
年
代
に
始
ま

つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
」

（美
濃
部

・
前
掲
書
、
五
頁
）
。
以
下
、
江
木
の
場
合
と
同
様
に
、　
一
本

の
用
語

「公
用
徴
収
」
に
よ
っ
て
彼
の
見
解
を
ま
と
め
る
こ
之
と
す
る
。

（
２６
）美
濃
部

・
前
掲
書
、
六
頁
。

（
２７
）
『法
学
協
会
雑
誌
』

十
四
巻

一
〇
号
、
八
八
三
頁
。

（２８
）要
す
る
に
、　
一
本
喜
徳
郎
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
は
、
法
規
命
令
を
含
む

国
家
規
範
に
よ
る
合
法
的
支
配
の
も
と
で
、
臣
民
の
権
利
は
一
方
的
に
国

家
権
力
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
、

「
お
返
し
」

（Ｏ
ｏ”
Φい
啜
浄
と
に
過
ぎ

な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
臣
民
は
、
本
来
国
家
に
対
抗
す

べ
き
権
利
を
有
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り
国
家
に
対
す
る
服
従
が
原
理
的
に

二
九
九
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認
め
ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
他
方
で
、
国
家
権
力
特
に
行
政
権
力
の

優
越
的
地
位
　
が
前
提
と
し
て
く
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か

で
あ
る

（
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
こ
こ
に

一
本
理
論
の

「法

律
実
証
主
義
」
の
傾
向
が
、
極
め
て
顕
著
な
形
で
現
わ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
そ
し
て
美
濃
部
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の

一
本
の

「法
律
実
証
主
義
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、

「法
律
実
証
主
義
」
、
及
び
美
濃
部
と

「法
律
実
証
主
義
」
の
関

係
に
つ
い
て
は
磯
村
哲

『社
会
法
学
の
展
開
と
構
造
』

（
日
本
評
論
社
、

一
九
七
五
年
、
三
頁
以
下
、
三
四
頁
以
下
）
参
照
。

一
本
と
美
濃
部
の
理

輪
的
相
違
に
つ
い
て
は
、
前
掲
・
家
永
『美
濃
部
達
吉
の
思
想
史
的
研
究
』

九
頁
以
下
参
照
。

（
２９
）
『法
学
協
会
雑
誌
』

一
〇
号
、
八
八
八
頁
。

（
３０
）
『国
法
学
』
に
お
け
る

一
本
喜
徳
郎
ｏ
権
利
論
は
、

「国
家
ハ
法
規
ノ

源
ナ
リ
、
法
規
上
二
立
ツ
モ
ノ
ナ
リ
、
法
規
二
従
フ
ト
否
卜
及
ヒ
何
レ
ノ

度
迄
法
規
二
従
フ
カ
ハ
一
二
国
家
ノ
自
ラ
定
ム
ル
所
ニ
ヨ
ル
ナ
リ
、
其
故

二
臣
民
ハ
国
家
ノ
意
思
二
反
シ
国
家
二
対
シ
権
利
ヲ
主
張
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
」
と
の
ボ
ル
ン
ハ
ツ
ク
の
見
解
を
批
判
し
て
い
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ

両
者
は
帰
結
を
お
な
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る

（前
掲

・

鈴
木

『
日．本
憲
法
学
史
研
究
』

一
三
二
頁
）
。
し
か
し
、
行
政
法
各
論
部

分
に
お
い
て
示
さ
れ
た

一
本
喜
徳
郎
の
見
解
は
、
ま
さ
に
ボ
ル
ン
ハ
ツ
ク

の
見
解
そ
の
も
の
で
あ
る
。

（
３‐
）
『法
学
協
会
雑
誌
』

一
〇
号
、
八
八
八
頁
。

（
３２
Ｖ
し
の
よ
う
な
公
用
徴
収
権
の
法
的
根
拠
を
命
令
権
に
置
く
と
い
う
理
解

三
〇
〇

が
、
ド
イ
ツ
行
政
学
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
ど
の
学
者
の
理
論
を
摂
取
し

た
も
の
で
あ
る
の
か
は
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
ボ
ル
ン

ハ
ッ
ク
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
が
）
。

な
お
、
あ
の
オ
ス
マ
ン
の
パ
リ
市
大
改
造
に
お
い
て
、
知
事
オ
ス
マ
ン

ンに
付
与
さ
れ
た
収
用
権
限
の
法
的
根
拠
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
が
発
令
す

る
デ
ク
レ

（行
政
命
令
）
で
あ
っ
た

（
そ
れ
を
定
め
た
の
は
、　
一
八
五
二

年

一
二
月
二
五
日
の

「
元
老
院
議
決
」
第
四
条
）
。
フし

，こ
で
も
収
用
権
の

法
的
根
拠
は
立
法
権
か
ら
行
政
権
に
移
っ
て
い
る

（羽
員
正
美

「
第
二
帝

政
と
パ
リ
都
市
改
造
」

（
『
（都
立
大
学
）
法
学
会
雑
誌
旨

〓
ハ
巻

一
号
、

一
九
八
五
年
、
五
八
三
頁
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
以
外
の
諸
国
の

立
法
動
向
等
に
留
意
す
る
な
ら
ば
、　
一
本
の
行
政
権
優
位
の
収
用
法
理
論

を
単
に
ド
イ
ツ
一
国
の
理
論
の
継
受
の
結
果
と
し
て
の
み
理
解
す
る
の
は
、

必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。　
一
九
世
紀
後
半
の
欧
米
諸
国

の
法
に
お
い
て
、

一
国
レ
ベ
ル
を
超
え
た
普
遍
的
な
現
象
と
し
て
行
政
権

優
位
の
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、

一
本
の
理
論
は

単
に
ド
イ
ツ
法
の
理
論
継
承
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
法

に
普
遍
的
な
法
的
傾
向
の
摂
取
と
い
う
側
面
を
も
有
す
る
こ
と
に
な
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

（
３３
）
『法
学
協
会
雑
誌
』

一
〇
号
、
八
八
九
頁
。

（
３４
）
『法
学
協
会
雑
誌
』

一
〇
号
、
八
九
二
頁
。

（
３５
）列
挙
主
義
に
対
し
て
は
、

「往
々
遺
漏
ヲ
免
レ
ス
且
時
勢
ノ
進
歩
二
伴

フ
能
ハ
サ
ル
ノ
弊
ア
リ
」
と
の
批
判
を
述
べ
て
い
る
。
要
す
る
に
、　
一
本



の
目
ざ
す
所
は
、
法
の
適
用
範
囲
を
限
定
せ
ず
に
行
政
権
の
裁
量
に
多
く

を
委
ね
、
以
っ
て
収
用
法
の
運
用
を
社
会
の
変
化

・
発
展
に
即
応
し
う
る

も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
３６
）
『法
学
協
会
雑
誌
』

一
一
号
、　
一
〇
〇
〇
頁
。

（
３７
）
こ
の

一
本
の
補
償
理
論
が
、
プ
ロ
シ
ア
法
の
下
で
形
成
さ
れ
た
補
償

理
論
の
影
響
の
受
け
、
プ
ロ
イ
セ
ン
法
の

「
十
分
な
る
価
値
な
い
し
完
全

な
る
補
償
」
と
日
本
の
明
治
三
二
年
土
地
収
用
法
の

「相
当
ノ
価
値
」
と

の
同

一
性
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
国
宗
正
義

『土
地
立
法
原
理
』
青
林
書
院
新
社
、　
一
九
八
〇
年
、
六
二
～
六
三
頁
、

八

一
頁
参
照
。

（
３８
）
『法
学
協
会
雑
誌
』

一
一
号
、　
一
〇
〇
七
頁
。

（
３９
）
『法
学
協
会
雑
誌
』

一
〇
号
、
八
八
二
頁
。

（
４０
Ｘ

本
は
そ
も
そ
も
公
益
と
は
何
か
に
つ
い
て
な
に
も
述
べ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
彼
の
理
論
枠
組
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
権
力
が
公
益
概
念
を
独
占

し
、
国
家
利
益
＝
公
益
と
な
ら
ぎ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
国
家
―
個
人

の
三
分
論
の
枠
組
の
下
で
は
、
個
人
の
私
益
に
対
す
る

「
公
益
」
は
全
て

国
家
に
帰
属
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
社
会
概
念
が
存
在
し
な
け

れ
ば
、
国
家
利
益
と
概
念
的
に
区
別
さ
れ
た

「
公
益
」
概
念
を
導
き
出
す

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

日
本
の
収
用
法
理
論

（
ひ
い
て
は
行
政
法
学
）
の
今
後
の
展
開
は
、
ま

さ
に
こ
の

「社
会
」
の
再
発
見
を
、
そ
し
て
国
家
利
益
と
区
別
さ
れ
る

「
公
益
」
概
念
の
再
確
認
を

一
つ
の
理
論
的
課
題
と
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

近
代
収
用
法
理
論
の
成
立

（４‐
）注
（
２８
）参
照
。

三
〇

一




